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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
その水性使用溶液が食品工業における供給および運搬装置における潤滑、清浄および消毒
のために適する潤滑剤濃縮液であって、次の成分即ち
（ｉ）１種またはそれ以上の一般式ＶＩＩＩ：

〔ここで、
Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9は互いに独立して、同じまたは異なり、そして
－　水素、
－　１～２２個のＣ原子を有する置換もしくは未置換の直鎖もしくは分枝状のアルキル残
基または２～２２個のＣ原子を有する一不飽和もしくは多不飽和アルケニル残基（置換基
として、１個またはそれ以上のヒドロキシル、アミン、イミン、ハロゲンおよび／または
カルボキシル残基を示し得る）、
－　置換または未置換フェニル残基（置換基として、１個またはそれ以上のアミン、イミ
ン、ヒドロキシル、ハロゲン、カルボキシルおよび／または１～２２個のＣ原子を有する
再び置換され得る直鎖もしくは分枝状の飽和もしくは一不飽和もしくは多不飽和アルキル
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残基を示し得る）
を示し、
Ａ2は、１～８個の炭素原子を有する直鎖または分枝状アルキレン基を示し、そして
ｎは、１～３０の範囲の正の整数である〕
で示されるアミン、
（ｉｉ）一般式Ｉ：
Ｒ1－（Ｏ（ＣＨ2）m）nＯＣＨ2ＣＯＯ-Ｍ+　（Ｉ）
〔ここで、
Ｒ1は、飽和の直鎖もしくは分枝状Ｃ1～Ｃ22アルキル残基、２～２２個の炭素原子を有す
る一不飽和もしくは多不飽和の直鎖もしくは分枝状アルケニルもしくはアルキニル残基、
またはモノもしくはポリＣ1～Ｃ22アルキルもしくはＣ2～Ｃ22アルケニルもしくはアルキ
ニル置換アリール残基であり、
ｍは、２または３であり、
ｎは、１～３０の範囲の正数であり、そして
Ｍは、水素またはアルカリ金属である〕
を有する１種またはそれ以上のエーテルカルボン酸化合物、
（ｉｉｉ）一般式ＩＩ：
Ｈ－（ＯＣ2Ｈ4）ｎ－ＯＨ　（ＩＩ）
〔ここで、
ｎは、５以上１００，０００未満の正数である〕
を有する１種またはそれ以上のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を共に含み、該濃縮液
に関して化合物（ｉ）＋（ｉｉ）＋（ｉｉｉ）の分量は１～１００重量％であり、そして
該濃縮液は随意に
（ｉｖ）９９重量％（ｗｔ／ｗｔ）までの通常の助剤および添加剤を含有することを特徴
とする前記濃縮液。
【請求項２】
前記アミンが、Ｎ－オクチルデセニルプロピレンジアミンである、請求の範囲第１項に記
載の濃縮液。
【請求項３】
成分（ｉ）並びに（ｉｉ）の重量を基準として計算して、１：０．５ないし１：２の割合
の成分（ｉ）：（ｉｉ）を含有することを特徴とする請求の範囲第１項又は第２項に記載
の濃縮液。
【請求項４】
成分（ｉ）並びに（ｉｉｉ）の重量を基準として計算して、１：０．７５ないし１：３の
割合の成分（ｉ）：（ｉｉｉ）を含有することを特徴とする請求の範囲第１項から請求の
範囲第３項のいずれか一項に記載の濃縮液。
【請求項５】
０．５～６重量％の（ｉ）、
１～６重量％の（ｉｉ）、
１．５～９重量％の（ｉｉｉ）、および
７９～９６．５重量％の（ｉｖ）
を含有し、ここで全重量百分率は１００％濃縮液（ｗｔ／ｗｔ）が得られるように選ばれ
ることを特徴とする請求の範囲第１項から第４項のいずれか一項に記載の濃縮液。
【請求項６】
次の組成即ち
（ｉ）２～２．５重量％、
（ｉｉ）２～２．５重量％、
（ｉｉｉ）３～４重量％、および
（ｉｖ）９１～９３重量％
であり、ここで（ｉ）～（ｉｖ）の量はその総和が１００重量％になるように選ばれるこ
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とを特徴とする請求の範囲第５項に記載の濃縮液。
【請求項７】
請求の範囲第１項から第６項のいずれか一項に記載の潤滑剤濃縮液の製造方法であって、
成分（ｉ）～（ｉｉｉ）の混合およびこのようにして得られた混合物の成分（ｉｖ）とし
ての水による希釈および更なる成分（ｉｖ）の添加による上記方法。
【請求項８】
請求の範囲第１項から第６項のいずれか一項に記載の潤滑剤濃縮液の、食品産業における
供給および運搬装置の潤滑、清浄および消毒のための使用。
【請求項９】
食品産業における供給および運搬装置の潤滑、清浄および消毒用の水性使用溶液であって
、請求の範囲第１項から第６項のいずれか一項に記載の濃縮液を水で０．０２～８０％（
容量／容量）に希釈することにより得られ得る上記水性使用溶液。
【請求項１０】
請求の範囲第９項に記載の水性使用溶液の、食品産業における供給および運搬装置におけ
る潤滑、清浄および消毒のための使用。
【請求項１１】
金属、ガラス、紙、厚紙および／またはプラスチック製の飲料包装品の運搬方法において
、飲料運搬装置を、潤滑、清浄および消毒量の請求の範囲第９項に記載の水性使用溶液と
接触させる上記方法。
【発明の詳細な説明】
本発明の分野
本発明は、潤滑剤濃縮液であって、その水性使用溶液が食品工業におけるコンベヤーベル
ト装置の、特に浸漬式または自動式ベルト潤滑システムによる潤滑、清浄および消毒のた
めに適する該濃縮液に関する。
本発明は更に、潤滑剤濃縮液または潤滑剤濃縮液の水性使用溶液の製造方法、並びに該潤
滑剤濃縮液および該水性使用溶液の、コンベヤーベルト装置（特に、食品工業における）
の潤滑、清浄および消毒（特に、浸漬式潤滑または自動式ベルト潤滑システムによる）の
ための使用に関する。これについて該使用は、特に、ガラスおよびプラスチックのボトル
、箱、グラス、容器、飲料容器、紙および厚紙の容器、等への食品特に飲料の充填に関す
る。
本発明の背景
本発明の対象は、金属、ガラス、紙、厚紙および／またはプラスチック（特に、この場合
においてポリエチレンテレフタレートまたはポリカーボネート）製の飲料包装品の運搬方
法において、本発明による潤滑剤濃縮液またはその水性使用溶液が施用される該方法であ
る。
現在、飲料は数種の容器にて販売されている。従って、飲料は、ガラスボトル、プラスチ
ックボトル、プラスチック容器、箱、ロウ引きカートン、等にて提供される。充填工場に
おいて、これらの容器は、充填中いくつかのステーションに輸送されねばならない。一般
に、これは供給装置または運搬装置により行われ、該装置は通常、該容器がガラス容器で
ある場合にはステンレス鋼から成り、該容器がガラスボトルまたはガラス容器以外である
場合にはポリプロピレンまたはある種のポリアセテートのようなプラスチック材から成る
。以後、かかる装置は、供給および運搬装置と称される。
かかる容器の充填および輸送中時々、該容器の転倒または渋滞が起こり得るが、コンベヤ
ーベルトは支障なく更に走行し続ける。特にこの場合において、コンベヤーベルト上の容
器がいくらかの期間前進し得ない場合でさえ、該ベルトが支障なく前進し得るために該ベ
ルトの十分な潤滑が要求される。
この目的のために、先に既に述べたように、飲料容器と接触するようになる供給および運
搬装置の部分を十分に潤滑にしかつ清浄にすることが要求される。運搬装置が十分に潤滑
にされない場合、これは容器の転倒に通じ、また充填、清浄またはラベル貼りステーショ
ンに既に到達しているにもかかわらず、それらが停止しない結果となり得る。これらの機
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能不全、運搬装置のより長い停止時間および装置能力のかなりの損失に通じ得る。
潤滑および清浄作用のほかに、チェーン潤滑手段は十分に消毒性特に制生物性（ｂｉｏｓ
ｔａｔｉｃ）の作用を有することもまた、食品工業において特に注意されるべきである。
原則的に、微生物促進性の潤滑剤濃縮液の使用溶液は用いられるべきでない。
現在、施用されるチェーン潤滑剤は、原則的に、３つの主グループ即ち
１．石けんを基剤とした潤滑剤、
２．脂肪アミンを基剤とした潤滑剤、および
３．ホスフェートエステルを基剤とした潤滑剤
に分けられ得る。
石けんを基剤とした潤滑剤、即ち浸漬（ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ）潤滑における潤滑剤は比較
的面倒なく施用され得るけれども、現在通常の集中潤滑システムに関して石けんを基剤と
した潤滑剤の使用は多数の不利を引き起こす。例えば、石けんを基剤としたかかるチェー
ン潤滑剤は水硬度に対して比較的感受性であるので、それらは水の硬度を部分的に遮蔽し
得る例えばエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）のような錯化剤の使用なしには施用され
得ない、という不利が挙げられねばならない。しかしながら、ＥＤＴＡのみならず他の可
能な錯化剤も、それらの生態学的不利（生物学的精製システムにおいて比較的困難な分解
性）の理由で避けられるべきである。同様な不利がまた、ホスフェートエステルを基剤と
して構成されているチェーン潤滑剤の使用溶液により示される。それ故、現在、脂肪アミ
ンを基剤とした潤滑剤濃縮液がますます多く施用されつつある。
脂肪アミンを基剤とした潤滑剤濃縮液についての当該技術の特定的状況に関して、次の刊
行物が挙げられる。即ち、
Ｄ１＝ＤＥ　３６　３１　９５３　Ａ１、
Ｄ２＝ＥＰ　０　３７２６２８Ｂ１、
Ｄ３＝ＥＰ　０　８３８４２８２Ｂ１、
Ｄ４＝ＷＯ　９４／０３５６２、および
Ｄ５＝ＷＯ　９５／１９４１２。
飲料充填工場特に醸造所における造形ボトル用チェーンコンベヤーの保守方法において、
造形ボトル用チェーンコンベヤーが中性化第１級脂肪アミンを基剤としたコンベヤー潤滑
剤で潤滑にされかつ陽イオン性清浄剤または有機酸で清浄にされる該方法が、Ｄ１に開示
されている。Ｄ１から公知の方法において、中性化第１級脂肪アミンを基剤としたコンベ
ヤー潤滑剤（好ましくは、１２～１８個のＣ原子を示しかつ１０％より多い不飽和含有率
を有するもの）が用いられる。
コンベヤーベルトの潤滑のために、（Ａ）水性潤滑剤溶液の重量を基準として０．００１
～１重量％の式

〔ここで、
Ｒ1は、８～２２個の炭素原子を有する飽和または不飽和の分枝状または直鎖アルキル基
であり、
Ｒ2は、水素、１～４個の炭素原子を有するアルキル基もしくはヒドロキシルアルキル基
、または－Ａ－ＮＨ2であり、
Ａは、１～８個の炭素原子を有する直鎖または分枝状アルキル基であり、そして
Ａ1は２～４個の炭素原子を有する直鎖または分枝状アルキレン基である〕
を有する少なくとも１種の化合物から成りしかも５～８のｐＨ値を有する水性潤滑剤溶液
を施用することは、Ｄ２から公知である。
Ｄ１およびＤ２から公知の潤滑剤は両方共、一般に、不良な水硬度許容性を有する。即ち
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、それらは水中の化合物特に硫酸塩、重炭酸塩、リン酸塩および炭酸塩（特に、アルカリ
性水中）と並びに水中に存在する他の化合物と反応する傾向にあり、それらの反応生成物
は当該計量供給装置を閉塞する廃物の発現に通じ得る。これは、該計量供給装置の篩およ
び噴霧ノズルの“ノズル閉塞”に通じるおそれがある。
更に、脂肪アミンを基剤とした潤滑剤はまた、不満足な泡挙動を有する。すなわち、Ｄ２
による潤滑剤は強烈な泡形成を有する傾向にあり、これは後でコンベヤーベルト上の運搬
された品物の清浄を必要とする。例えばＤ１から公知の組成物のような他の潤滑剤はむし
ろ泡の形成性が低すぎる傾向にあり、これは施用された潤滑層の速すぎる消失に通じる。
所望されるなら通常の希釈剤、助剤または添加剤と一緒に、１～１００重量％の量の第２
級アミンおよび／または第３級アミンおよび／またはかかるアミンの塩の施用（かかる施
用化合物は本質的に、Ｄ２から公知のアミンに類似する）は、ポリエチレンテレフタレー
トまたはポリカーボネート製のプラスチック物体の運搬のための食品工業における自動式
のチェーンおよびコンベヤーベルト潤滑装置用のチェーン潤滑剤として役立つ、というこ
とがＤ３から知られている。Ｄ３から公知の潤滑剤組成物は、プラスチック物体について
施用される場合（Ｄ３により開示された組成物はＰＥＴおよびＰＣの物体用に特に適する
）、標準的石けん製品とは対照的に、それによる応力破断腐食を引き起こさないはずであ
る。それにもかかわらず、Ｄ３から公知の潤滑剤系はまた、Ｄ２から公知の潤滑剤に関し
て上記に挙げられているのと同じ不利を示す。即ち、Ｄ３から公知の潤滑剤の主要な不利
は、一方では強い水依存性そして他方では定期的に要求されるシステムの清浄（同様に、
水中の化合物の種類により決定される）である。これについて、生じる不要生成物は除去
されねばならない。これについて、脂肪アミンを基剤とした潤滑剤を用いる場合、有機ま
たは無機酸が清浄剤として適用される。
Ｄ４においてのみ、脂肪アミンおよび可能的に通常の希釈剤、助剤または添加剤を基剤と
した潤滑剤濃縮液において、この組成物が脂肪アミンおよび／またはかかるアミンの塩の
ポリアミン誘導体少なくとも１種を含有しそして総組成物に対する脂肪アミンの該ポリア
ミン誘導体の寄与分が１～１００重量％であることを特徴とする該潤滑剤濃縮液が開示さ
れている。Ｄ４から公知の潤滑剤はＤ２またはＤ３から公知の潤滑剤と比べてより良好な
“清澄的水溶解性”並びにより好ましい泡挙動を示すけれども、Ｄ４から公知の潤滑剤も
また或る不利を有する。それらは、とりわけ生物分解性の欠如を含む。今日まで、アミン
を基剤としたチェーン潤滑剤を嫌気性精製装置において生物分解することは可能でなかっ
た。
更に、Ｄ４に記載された組成物は、ポリアミンの比較的高い使用濃度の故、嫌気性精製装
置において不利である。それにもかかわらず、その使用濃度は、簡単には即ち一方では殺
微生物効能を不所望レベルまで下げることなしにはまたは他方では必要な潤滑作用を相殺
することなしには下げられ得ない。潤滑膜の不所望な隙間が比較的低濃度にて生じること
があり得る。
最後に、Ｄ５は、イミダゾリン、その塩またはアミド（イミダゾリンの合成中中間生成物
としてまたはイミダゾリンの加水分解中還元生成物として生じ得る）を含有する潤滑剤で
当該技術状況を豊かにする。Ｄ５から公知のイミダゾリンを基剤とした潤滑剤濃縮液また
はその水性使用溶液は、殺生物効果に関しておよびまた潤滑効果に関して、供給および運
搬装置の潤滑、清浄および消毒に関しての食品工業における適切な手段についての要件を
完全に満たし得るけれども、イミダゾリンもまた或る不利を示す。かくして、今日考慮に
入れられねばならない生態学的観点下で、例えば飲料充填工場において施用される潤滑剤
濃縮液の生物学的許容性および分解性（結局生物学的精製になる）が絶対的に必要である
。即ち、各精製システムに従って、生物学的精製装置における好気性および嫌気性分解の
両方共が可能であるべきである。この要件はＤ２、Ｄ３またはＤ４から公知のアミンを基
剤としたチェーン潤滑剤のいくつかについての場合よりもＤ５から公知のイミダゾリンを
基剤としたチェーン潤滑剤によって良好に満たされるけれども、全体的ラインにわたって
のチェーン潤滑剤の分解性は改善を要する。
更に、Ｄ３、Ｄ４によるチェーン潤滑剤およびまたＤ５による潤滑剤は、いわゆる潤滑隙
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間を示す。即ち、軟水中における滑走性は比較的制限される。これは、軟水中における摩
擦値が比較的高いことを意味する。従って、かかる公知のチェーン潤滑剤はまた、潤滑隙
間に関して改善される必要がある。
上記に指摘された不利のいくつかを示さない他のチェーン潤滑剤が当該技術状況において
知られているけれども、現在知られているチェーン潤滑剤のいずれも、水硬度許容性、好
気性および嫌気性の分解性並びに潤滑隙間の回避のような要件すべてを同じ程度まで満た
すべき位置にない。
従って、脂肪酸石けんを実質的に含まずかつカルボキシレート化非イオン性界面活性剤お
よびアシルサルコシネートを更に含有する潤滑剤組成物が、ＥＰ－Ａ－０　０４４　４５
８に記載されている。これらの製品のｐＨ値は、７と１１の間にありそして好ましくは中
性からアルカリ性までの範囲内にある。
ＤＥ－Ａ－３８　３１　４４８は、“清澄的水可溶性”である水性石けん不含潤滑剤組成
物、それらの製造方法、並びにかかる潤滑剤組成物の、ガラスボトルまたはポリエチレン
テレフタレートボトルの運搬のための特に鋼板コンベヤー用潤滑剤としての使用に関する
。それらの本質的に中性の水性潤滑剤製剤（６～８の範囲内のｐＨ値）は、可能的に通常
の媒介溶液、溶媒、脱泡剤および消毒剤のほかに、アルキルベンゾスルホネート、アルコ
キシ化アルカノールホスフェートおよびアルカンカルボン酸を含有する。
それにもかかわらず、上記のアミン不含製品もまた或る種の不利を示し、例えば、それら
は微生物学的観点から好ましくないと考えられ（それらは微生物にとっての優秀な生長条
件をもたらす故）、それらは限られた清浄力しか有さず、最後にそれらはまた制御困難な
泡挙動を示す。
従って、上記に提示および論じられた当該技術状況にかんがみて、水硬度許容性、潤滑剤
中の化合物の毒性並びに軟水中における摩擦値に関して当該技術状況による公知の潤滑剤
製剤の不利をできる限り回避する潤滑剤濃縮液を処理に配することも、本発明の対象であ
った。同時に、潤滑剤濃縮液は、高い実体性即ち給湿力の改善、一般により低い摩擦値、
バランスのとれた泡挙動、良好な“清澄的水溶解性”、良好な清浄効果および優秀な殺生
物効果を示すべきである。ここにおいて、水中における“清澄的水溶解性”なる概念は、
硫酸塩、重炭酸塩、等のような天然水中の陰イオンに対する潤滑剤成分の不感受性を意味
する。例えば、潤滑剤組成物の“清澄的水溶解性”があまり顕著でない場合、該組成物は
、当該装置の比較的長い停止中例えば週末の間において水中の化合物と反応し得る。潤滑
剤の使用溶液中の生じた廃物および濁りは、短期的にまたは中期的にコンベヤー潤滑シス
テムのフィルターおよびノズルの閉塞に通じる。
本発明の定義
上記に挙げられた課題並びに比較的明示的には挙げられていない他の課題が、冒頭に挙げ
られた種類の潤滑剤濃縮液であって、請求の範囲第１項の特徴部に表されている特徴を有
する該潤滑剤濃縮液でもって解決された。
本発明による潤滑剤濃縮液の有利な実施態様は、請求の範囲第１項を引用する請求の範囲
の諸項にて保護される。該潤滑剤濃縮液から得られ得る水性使用溶液は請求の範囲第８項
に属し、一方該濃縮液並びに該使用溶液の製造方法およびこれらの物質の使用、並びに飲
料包装品の運搬方法は請求の範囲のその他の項に属する。
本発明の詳細な記載
本発明による潤滑剤濃縮液は、次の成分即ち
（ｉ）１種またはそれ以上のアミン、
（ｉｉ）一般式Ｉ
Ｒ1－（Ｏ（ＣＨ2）m）nＯＣＨ2ＣＯＯ-Ｍ+　　　（Ｉ）
〔ここで、
Ｒ1は、飽和の直鎖もしくは分枝状Ｃ1～Ｃ22アルキル残基、２～２２個の炭素原子を有す
る一不飽和もしくは多不飽和の直鎖もしくは分枝状アルケニルもしくはアルキニル残基、
または可能的にモノもしくはポリＣ1～Ｃ22アルキルもしくはＣ2～Ｃ22アルケニルもしく
はアルキニル置換アリール残基であり、ｍは、２または３であり、
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ｎは、１～３０の範囲の正数であり、そして
Ｍは、水素またはアルカリ金属である〕
を有する１種またはそれ以上のエーテルカルボン酸化合物、
（ｉｉｉ）一般式ＩＩ
Ｈ－（ＯＣ2Ｈ4）n－ＯＨ　　　　　　　　　　　　（ＩＩ）
〔ここで、
ｎは、５と≦１，０００，０００の間の正数である〕
を有する１種またはそれ以上のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を含み、該濃縮液に関
して化合物（ｉ）＋（ｉｉ）＋（ｉｉｉ）の分量は１～１００重量％であり、そして該濃
縮液は随意に（ｉｖ）９９重量％（ｗｔ／ｗｔ）までの通常の助剤および添加剤を含有す
る。
その結果、供給および運搬装置の潤滑、清浄および消毒のために食品工業において施用さ
れるべき潤滑剤濃縮液に関して当業者が出し得るすべての要件を満たすところの、決して
予知され得なかった潤滑剤濃縮液を処理に配することが可能である。特に、アミン、エー
テルカルボン酸およびポリエチレングリコールの組合わせは非常に有利に協力し、従って
本発明による潤滑剤濃縮液中に含有されている成分の共同施用の故、比較的毒性のアミン
化合物の高量は、潤滑剤濃縮液が生物学的に適合性であり並びに分解性でありしかもそれ
でも同時に適切な殺生物作用を奏し得るように下げられ得る。これについて、本発明によ
る潤滑剤濃縮液および使用溶液は好気的に並びに嫌気的に分解性である、ということが強
調されるべきである。
更に、本発明による潤滑剤濃縮液は軟水中において比較的低い摩擦値を示し、従って軟水
中における滑走性は本質的に減じられない。それ故、例えばアミンについて時々存在する
潤滑隙間は完全にない。最後に、本発明による潤滑剤濃縮液は優秀な硬水許容性を有し、
即ち硬水に関しても当該計量供給装置において廃物の形成は起こらない。本発明による潤
滑剤濃縮液中に含有されている成分はすべてプラスチックと適合性であり、従って本発明
による濃縮液は、ＰＥＴまたはＰＣの物体の輸送のために働く供給および運搬装置の潤滑
のために極めて適する。本発明による潤滑剤濃縮液はまた、チェーン潤滑剤として微生物
学的観点からの要件を満たし、全体で非常に低い摩擦値を示し、また実体性に関して得心
し得る。これは、非常に驚くべきことに供給および運搬装置の供給およびコンベヤーベル
トとの潤滑剤の接触が伝統的潤滑剤と比べてより良好であり、従って同じ潤滑効果を達成
するのにより少量の物質しか必要とされないことを意味する。これは充填装置における水
使用量のかなりの低減に貢献し、従って潤滑剤濃縮液のより少量のみならず、より少量の
水が用いられる。
最後に、本発明による組成物は、顕著な泡挙動を示す。驚くべきことに、使用溶液は比較
的高い機械的作用においても長期間にわたってさえ絶対的に泡不含のままである、という
ことが分かった。
本発明による潤滑剤濃縮液は３つの必須成分および１つの随意成分を示し、必須成分（ｉ
）～（ｉｉｉ）並びに随意成分（ｉｖ）は各々多成分から成り得るということが理解され
るべきである。成分（ｉ）～（ｉｖ）が、以下に個々に記述される。
成分（ｉ）：
本発明による潤滑剤濃縮液は、成分（ｉ）として必須的に１種またはそれ以上のアミンを
含有する。これについて、本発明に関して用いられる用語“アミン”は、比較的広い文脈
で、モノアミン、ポリアミン、環状アミジン並びにその加水分解生成物または非環状の合
成前段階のオキシアルキル化アミン、並びに先に挙げられた化合物の塩を含む。
本発明により適用され得るモノアミンは、とりわけ、一般式ＩＩＩ～Ｖ
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〔ここで、
Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は互いに独立して、同じまたは異なりそしてＣ1～Ｃ30アルキル、Ｃ5

～Ｃ30アリール、Ｃ2～Ｃ30アルケニルまたはアルキニル、Ｃ3～Ｃ30シクロアルキル、５
～７個の環原子を有するＣ6～Ｃ30アルカリールまたはヘテロアリールを示し、しかもか
かる残基は１個またはそれ以上のアミン、イミン、ヒドロキシル、ハロゲンおよび／また
はカルボキシル残基を示し得る〕
による第１級、第２級および第３級アミン、並びに式ＩＩＩ～Ｖを有する化合物の塩を含
む。残基Ｒ2～Ｒ4のうち二つはまた閉じられて環、従って例えばピリジン、キノリン、イ
ソキノリン、ピペラジン、モルホリン、等の環状アミン並びにそのＣ－アルキル誘導体を
形成し得る。
好ましいモノアミン化合物は一般式ＩＶおよびＶによるもの並びにこれらの化合物の塩で
あり、該塩は一般式ＶＩおよびＶＩＩ

に相当し、しかもここで、Ｒ2、Ｒ3およびＲ4は互いに独立して同じまたは異なりそして
次のものを示し、即ち
－　６～２２個のＣ原子を有する置換または未置換の直鎖または分枝状の飽和または一不
飽和もしくは多不飽和アルキル残基（置換基として、少なくとも１個のアミン、イミン、
ヒドロキシル、ハロゲンおよび／またはカルボキシル残基を示し得る）、
－　置換または未置換フェニル残基（置換基として、少なくとも１個のアミン、イミン、
ヒドロキシル、ハロゲン、カルボキシルおよび／または６～２２個のＣ原子を有する直鎖
もしくは分枝状の飽和もしくは一不飽和もしくは多不飽和アルキル残基を示し得る）、そ
して
－　陰イオンＸ-として、無機酸または有機酸に由来しかつ本発明による潤滑剤濃縮液に
有害な具合には影響しない例えば不所望な濁りまたは停止をもたらすことにならないとこ
ろの、当業者によく知られている慣用の残基のすべてが適用され得る。
－　本発明の意味において、酸の陰イオンＸ-がアミドスルホネート、硝酸塩、ハロゲン
化物、硫酸水素塩、硫酸塩、炭酸水素塩、炭酸塩、リン酸塩またはＲ5－ＣＯＯ-（ここで
、残基Ｒ5は水素、１～２０個のＣ原子を有する置換または未置換の直鎖または分枝状ア
ルキル残基を指摘し、置換基は１個またはそれ以上のヒドロキシル、アミン、イミンおよ
び／またはカルボキシル残基から選ばれる）の群から選ばれるような酸が好ましい。Ｒ5

－ＣＯＯ-タイプの有機陰イオンＸ-についての例として特に挙げられるものは、ホルメー
ト、アセテート、グリコレート、オレエート、ラクテート、グルコネート、シトレートお
よびグルタメートである。
格別な利点でもって適用可能なものは、特に、Ｒ2が８～２２個の炭素原子を有する飽和
または不飽和の直鎖または分枝状アルキル基であり、Ｒ3がＡ1－ＣＯＯＨ（ここで、Ａ1
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は２～４個の炭素原子を有する直鎖または分枝状アルケニル基を示す）を示しそしてＲ4

が１～４個の炭素原子を有するアルキル基またはヒドロキシルアルキル基を示す一般式Ｉ
Ｖ、Ｖ、ＶＩおよびＶＩＩに相当するようなモノアミンまたはその塩である。
成分（ｉ）として本発明によりやはり適用され得るポリアミンは、一般式ＶＩＩＩに相当
するものである。

ここで、
Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8およびＲ9は互いに独立して、同じまたは異なりそして
－　水素、
－　１～２２個のＣ原子を有する置換もしくは未置換の直鎖もしくは分枝状のアルキル残
基または２～２２個のＣ原子を有する一不飽和もしくは多不飽和アルケニル残基（置換基
として、１個またはそれ以上のヒドロキシル、アミン、イミン、ハロゲンおよび／または
カルボキシル残基を示し得る）、
－　置換または未置換フェニル残基（置換基として、１個またはそれ以上のアミン、イミ
ン、ヒドロキシル、ハロゲン、カルボキシルおよび／または１～２２個のＣ原子を有する
再び可能的に置換された直鎖もしくは分枝状の飽和もしくは一不飽和もしくは多不飽和ア
ルキル残基を示し得る）
を示し、
Ａ2は、１～８個の炭素原子を有する直鎖または分枝状アルキレン基を示し、そして
ｎは、１～３０の範囲の正の整数である。
特に好ましいものは、
Ｒ7、Ｒ8およびＲ9＝水素、
Ａ2　　　　　　　＝－（ＣＨ2）3－、そして
ｎ　　　　　　　 ＝１
である一般式ＶＩＩＩを有するポリアミンである。
次の一般式に属する化合物の塩もまた、有利に適用され得る。

ここで、
Ｒ6は、式ＶＩＩについて挙げられた意味を有し、そして
Ｘ-は、式ＶＩおよびＶＩＩについて挙げられた意味を有する。
有能なポリアミンはまた、
Ｒ6が、８～２２個の炭素原子を有する飽和または不飽和の分枝状または直鎖アルキル基
であり、
Ｒ7が、水素、１～４個の炭素原子を有するアルキル基もしくはヒドロキシルアルキル基
、またはＡ2－ＮＨ2であり、
ｎ＝１であり、そして
Ｒ8およびＲ9が、水素を示し
一般式ＶＩＩＩにより得られ得る。
本発明により適用され得るポリマーのいくつかの個々の例は、とりわけ、エチレンジアミ
ン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラアミン、プロピレンジアミン、ジプロピ
レントリアミン、トリプロピレンテトラアミン、ブチレンジアミン、アミノエチルプロピ
レンジアミン、アミノエチルブチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレ
ンジアミン、Ｎ－ヤシ脂肪アルキル－１，３－ジアミノプロパン、Ｎ－牛脂脂肪アルキル
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－１，３－ジアミノプロパン、Ｎ－オレイル－１，３－ジアミノプロパン、Ｎ－ラウリル
－１，３－ジアミノプロパン（各場合、遊離アミンの形態にてまたはホルメート、アセテ
ート、オレエート、グリコレート、ラクテート、グルコネート、シトレート、グルタメー
ト、ベンゾエートもしくはサリチレートのような塩の形態にて）である。
そのほかに、一般式ＸＩによる脂肪アミンのポリアミン誘導体もまた、本発明による潤滑
剤濃縮液の成分（ｉ）としてまたは成分（ｉ）の構成成分として適用され得る。
R2-A3-(CH2)k-NH-[(CH2)l-NH]y-(CH2)m-NH2・(H+X-)n　（ＸＩ）
ここで、
Ｒ2およびＸ-は、式ＶＩおよびＶＩＩについて示された意味を有し、
Ａ3は、－ＮＨ－または－Ｏ－のいずれかを示し、
ｋ、ｌ、ｍは互いに独立的に、１～６の範囲の同じまたは異なる数であり、
ｙは、Ａ3＝－ＮＨ－である場合０、１、２または３をそして
Ａ3＝－Ｏ－である場合１、２、３または４を示し、そして
ｎは、０～６の範囲の整数である。
上記の一般式（ＸＩ）において、次の残基が置換基Ｒ2として適用され得る。即ち、ｎ－
ヘキシル、ｎ－ヘプチル、ｎ－オクチル、ｎ－ノニル、ｎ－デシル、ｎ－ウンデシル、ｎ
－ドデシル、ｎ－トリデシル、ｎ－テトラデシル、ｎ－ペンタデシル、ｎ－ヘキサデシル
、ｎ－ヘプタデシル、ｎ－オクタデシル、ｎ－ノナデシル、ｎ－エイコシル、ｎ－ウンエ
イコシルおよびｎ－ドコシル、並びにかかるアルキル残基の分枝鎖異性体。飽和アルキル
残基の代わりに、Ｒ2はまた、対応する一不飽和または多不飽和アルキル残基（やはり、
直鎖または分枝状であり得る）を示し得る。上記に示された残基もまた置換され得、しか
して置換基として１個またはそれ以上のアミン、イミン、ヒドロキシル、ハロゲンまたは
カルボキシル基が用いられ得る。更に、残基Ｒ2はまた、フェニル残基（やはり、１個ま
たはそれ以上のアミン、イミン、ヒドロキシル、ハロゲンまたはカルボキシル基で置換さ
れ得る）を示し得る。アルキルフェニル残基もまたＲ2について用いられ得、そのアルキ
ル残基は６～２２個のＣ原子を含有しかつ直鎖または分枝状、飽和または一不飽和もしく
は多不飽和であり得る。すべての場合において、塩素および臭素が、ハロゲン置換基とし
て好ましい。
本発明によれば、成分（ｉ）としてまたは成分（ｉ）の構成成分として、Ａ3＝－ＮＨ－
であり、ｋ、ｌおよびｍが互いに独立的に３または４であり、ｙが０または１でありそし
てその他の変動要素が式（ＸＩ）について前記に示されている意味を有する一般式ＸＩに
よる少なくとも１種のポリアミンを含有する潤滑剤濃縮液もまた好ましい。
これについて特に好ましいものは、ｋ、ｌおよびｍが３であるアミンのすべてである。
先に指摘された一般式ＸＩに相当するポリアミンは文献から公知である方法により製造さ
れ得、そして更にまた名称アミン（Ａｍｉｎｅ）６４０、アミン（Ａｍｉｎｅ）６６０、
アミン（Ａｍｉｎｅ）７４０、アミン（Ａｍｉｎｅ）７６０およびアミン（Ａｍｉｎｅ）
７８０でスウェーデン国ストックホルムのベロル・ノベル社による商業製品としてある程
度提供される。
本発明の別の好ましい実施態様によれば、潤滑剤濃縮液は成分（ｉ）において、
Ｒ2が、１２～１８個のＣ原子を有する直鎖または分枝状の飽和または一不飽和もしくは
多不飽和アルキル残基を示し、
Ａ3が、－ＮＨ－を指摘し、そして
Ｘ-が、残基Ｒ5－ＣＯＯ-（ここで、Ｒ5は水素、ＣＨ3－、ＨＯ－ＣＨ2－またはＣＨ3－
ＣＨ（ＯＨ）－を示す）を示す
前記に挙げられた一般式（ＸＩ）の１種またはそれ以上の、脂肪アミンのポリアミン誘導
体を含有する。
良好な結果でもって本発明による成分（ｉ）としてやはり適用可能なものは、一般式ＸＩ
Ｉによる環状アミジン例えばイミダゾリンまたはテトラヒドロピリミジンである。
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ここで、
Ｚは、１～６個のＣ原子を有するアルキル基であり、
Ａ4は、水素または－（Ａ5ＮＨ）n－Ｈであり、
Ａ5は、１～１８個のＣ原子を有するアルキレン基（可能的に、一不飽和または多不飽和
であり得る）であり、そして
Ｒ10は、可能で有用である場合それぞれ１個と３０個の間のＣ原子を有するアルキル、ア
リール、アルカリール、シクロアルキル、アルカリールアルキルまたは複素環である。
特に有利な混合物は、潤滑剤濃縮液または成分（ｉ）が一般ＸＩＩＩに相当する少なくと
も１種の化合物を含有する場合本発明により得られる。

ここで、
Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13は、同じまたは異なる水素またはＡ7－Ｚ2であり、
Ａ6は、１～２０個の炭素原子を有する飽和または不飽和の直鎖または分枝状アルキレン
残基であり、
Ａ7は、７～２０個の炭素原子を有する飽和または不飽和の直鎖または分枝状アルキレン
残基であり、
Ｚ3は、水素、ＮＨ2、ＯＨまたはＣＯＯＭ1であり、
Ｍ1は、水素またはアルカリ金属であり、
Ｚ1は、水素、ＮＨ2、ＯＨ、ＣＯＯＭ2または－ＮＨ－ＣＯ－Ｒ14であり、
Ｍ2は、Ｍ1と同じまたは異なる水素またはアルカリ金属であり、そして
Ｒ14は、６～２０個の炭素原子を有するそれぞれ飽和または不飽和の直鎖または分枝状の
アルキル基またはアルケニル基である。
一般式ＸＩＩＩによる化合物に関して、好ましくは残基Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13、Ａ6および／
またはＲ14のうちの少なくとも一つは、少なくとも１２個のＣ原子を有する飽和もしくは
不飽和アルキレン基または少なくとも１２個の炭素原子を有する分枝状アルキレン基を含
有する。
更に、一般式ＸＩＩＩによる化合物の群内で、Ａ7が１２～１８個の炭素原子を含有する
化合物が特に有用であり、Ａ7がＣ17残基に相当する場合特に好ましい。Ａ６は好ましく
は１～６個の炭素原子を有し、非常に好ましいものは－ＣＨ2－ＣＨ2－基である。Ｚ1の
非常に有利な変型はＮＨ2である。更に一層好ましい性質を、Ｚ1がＮＨ2であり、Ｒ11お
よびＲ12が水素であり、Ｒ13がＡ7Ｚ2であり、Ａ7がＣ17でありそしてＺ2が水素である一
般式ＸＩＩＩによる化合物がまたは成分（ｉ）の構成成分として有する。
成分（ｉ）として特に有利に適用され得る環状アミジンはまた、一般式ＸＩＩＩを有する
化合物の塩を含み、該塩は一般式ＸＩＶに相当する。即ち、
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ここで、残基Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13、Ａ6およびＺ1は式ＸＩＩＩにより示された意味を取り得
、ＣＨ3の環置換基はイミダゾリン環の１または３位にて結合され、そしてＸ-は適当な陰
イオン（例えば、式ＸＩにおけるＸ-の説明と関連して示されているような）である。Ｘ-

がＣＨ3－Ｏ－ＳＯ3－である場合特に好ましい。
式ＸＩＩＩおよびＸＩＶの環状化合物に加えて、一般式ＸＶおよびＸＶＩを有する線状ア
ミドもまた成分（ｉ）としてまたは該成分の構成成分として適する。

ここで、残基Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13、Ａ6およびＺ1は式ＸＩＩＩまたはＸＩＶについて示され
ている意味を有する。
式ＸＶおよびＸＶＩによる化合物はまた化合物ＸＩＩＩまたはＸＩＶの合成中副生成物と
して入手できるようになり得、それらはまたこれらの化合物の貯蔵中例えば加水分解によ
り発現し得あるいはまた環状中間体生成物を経て直接合成により形成され得る。
オキシアルキル化アミン例えばここにおいて挙げられたアミンのオキシアルキル化誘導体
もまた、本発明の範囲内で、成分（ｉ）の構成成分として適する。これについて、オキシ
アルキル化誘導体は基－（ＯＡ8）n－を示し、該基は一般式ＸＶＩＩを有するいずれかの
適当なａ，β－アルキレンオキシドから誘導され得る。

ここで、Ｒ15、Ｒ16、Ｒ17およびＲ18は互いに独立的に同じまたは異なる水素または例え
ばアルキル、シクロアルキル、アリール、等のような残基（置換されていてもよい）であ
る。
それらの例は、とりわけ、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、
アミレンオキシド、オクチレンオキシド、スチロールオキシド、メチルスチロールオキシ
ド、シクロヘキサンオキシド（ここで、Ｒ15およびＲ17は一緒に環を形成している）、等
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を含む。アルキレンオキシドの代わりに、アルキレンカーボネート例えばエチレンカーボ
ネート、プロピレンカーボネート、等もまた適用され得る。
－（ＯＡ8）n－は、
－（ＯＥｔ）n－、－（ＯＰｒ）n－、－（ＯＢｕ）n－、－（Ｏオクチル）n－、等のよう
なホモユニット、
－（ＯＥｔ）a（ＯＰｒ）b－、－（ＯＥｔ）a（ＯＢｕ）b－、－（ＯＰｒ）a（ＯＥｔ）b

（ＯＰｒ）c、－（ＯＥｔ）a（ＯＰｒ）b（ＯＢｕ）c、等（ここで、ａ＋ｂ＋ｃ＝ｎ）の
ようなブロックユニット、
１種より多いオキシドの偶然的統計的配列（ＯＥｔ－ＯＰｒ）n、（ＯＰｒ－ＯＢｕ）n、
（ＯＥｔ－ＯＢｕ）n（ここで、一方のオキシド対他方のオキシドの比率は、例えば１－
９９ないし９９－１である）を含有するヘテロユニットを含有する基、
例えば（ＥｔＯ）a（ＥｔＯ－ＰｒＯ）b、（ＥｔＯ）a（ＰｒＯ）b（ＥｔＯ－ＰｒＯ）c

、（ＥｔＯ－ＰｒＯ）a（ＢｕＯ）b、等のようなヘテロ－ホモユニット
を意味する。
特に好ましいものは、一般式ＸＶＩＩＩおよびＸＩＸによる化合物である。

ここで、
Ｒ19は、８～２２個の炭素原子を有する直鎖または分枝状の飽和または不飽和アルキレン
残基であり、
Ａ12は、８～２２個の炭素原子を有する直鎖または分枝状アルキレン基であり、
Ａ9、Ａ10、Ａ11は、同じまたは異なるエトキシまたはプロポキシ基（Ａ9、Ａ10、Ａ11の
これらの基の合計は２と２００の間にある）である。
有用な化合物は、とりわけ、次のものである。即ち、ヤシ－ビス（２－ヒドロキシルエチ
ル）アミン、ポリオキシエチレン（５）ヤシアミン、ポリオキシエチレン（１５）ヤシア
ミン、牛脂－ビス（２－ヒドロキシルエチルアミン、ポリオキシエチレン（５）牛脂アミ
ン、牛脂／オレイル－ビス（２－ヒドロキシルエチルアミン、オレイル－ビス（２－ヒド
ロキシルエチル）アミン、ポリオキシエチレン（５）オレイルアミン、ポリエチレン（１
５）オレイルアミン、牛脂－ビス（２－ヒドロキシルエチル）アミン（水和）、ポリオキ
シエチレン（５）牛脂アミン（水和）、ポリオキシエチレン（１５）牛脂アミン（水和）
、ポリオキシエチレン（５０）牛脂アミン、Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－トリス（２－ヒドロキシル
エチル）－Ｎ－牛脂－１，３－ジアミノプロパン、Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－ポリオキシエチレン
（１０）－Ｎ－牛脂－１，３－ジアミノプロパン、Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－ポリオキシエチレン
（１５）－Ｎ－牛脂－１，３－ジアミノプロパンおよびポリオキシエチレン（１５）－牛
脂アミン。
成分（ｉｉ）
本発明による潤滑剤濃縮液は、更なる必須成分として、一般式Ｉを有する１種またはそれ
以上のエーテルカルボン酸化合物を含有する。
Ｒ1－（Ｏ（ＣＨ2）m）nＯＣＨ2ＣＯＯ-Ｍ+　　　（Ｉ）
ここで、
Ｒ1は、１～２２個の炭素原子を有する飽和の直鎖もしくは分枝状アルキル残基、または



(14) JP 4177458 B2 2008.11.5

10

20

30

40

50

２～２２個の炭素原子を有する一不飽和もしくは多不飽和の直鎖もしくは分枝状アルカリ
ールもしくはアルキニル残基、または可能的にモノもしくはポリＣ1～Ｃ22アルキルもし
くはＣ2～Ｃ22アルケニルもしくはアルキニル置換アリール残基であり、
Ｒは、１と３０の間の正数であり、そして
Ｍは、水素またはアルカリ金属である。
有利に適用され得る一般式（Ｉ）を有するエーテルカルボン酸として、とりわけ、次のも
のが挙げられ得る。即ち、

一般式Ｉによる好ましい化合物は、Ｒ1がＣ3～Ｃ18アルキル基またはアルケニル基であり
、ｎが２と９の間にありそしてＭが水素、ナトリウムまたはカリウムであるものである。
最も好ましいものは、Ｒ1がオレイル基でありそしてｎが９である場合である。
一般式Ｉによるエーテルカルボン酸は商業的に入手でき、あるいは文献から公知の方法に
より合成され得る。
例えば、上記の表に挙げられた化合物は、格別な界面活性剤（ｔｅｎｓｉｄｅ）としてＣ
ＨＥＭ－Ｙ社から商品名アキポ（ＡＫＹＰＯ）で得られ得る。
成分（ｉｉｉ）：
本発明による潤滑剤濃縮液は、更なる必須成分として、一般式ＩＩを有する１種またはそ
れ以上のポリエチレングリコールを含有する。
Ｈ－（ＯＣ2Ｈ4）n－ＯＨ　　　　　　　　　　　（ＩＩ）
ここで、
ｎは、５と＞１００，０００の間の正の整数である。
本発明により有利に用いられ得るポリエチレングリコール（ＰＥＧ）はそれ故、おおよそ
２００～５，０００，０００ｇ／ｍｏｌの分子量を有する。ＰＥＧは、分子の観点から非
単一物質、即ち異なる分子量を有する高分子の集合体から成る多分子化合物に関する。こ
れらの化合物は、たいてい低量の水を含有する系中で出発分子としてのエチレングリコー
ルとのエチレンオキシド（オキシラン）のアルカリ触媒重付加により工業的に製造される
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。それらのタイプを特徴づけるために、当該技術においてしばしば分子量の主区分点が用
いられる。かくして、ＰＥＧ２００、ＰＥＧ４００、ＰＥＧ１０００、ＰＥＧ１０，００
０、等と言われる。
＜おおよそ２５，０００ｇ／ｍｏｌの分子量即ちおおよそ５とおおよそ５８０の間のｎを
有するＰＥＧが、本発明の範囲内で好ましい。これらの現実のＰＥＧは圧力および温度の
標準状態下で液体であり、それ故非常に簡単に取り扱われ得る。特に好ましいものは、お
およそ８と１３の間のｎを有するＰＥＧである。かかる化合物は、例えばＢＡＳＦ社から
商品名“プルロール（Ｐｌｕｒｏｌ）”で得られ得る。
成分（ｉｖ）：
成分（ｉｖ）は随意的であり、それ故本発明による潤滑剤濃縮液中に可能的に含有される
にすぎない。
成分（ｉｖ）として本発明の範囲内で適用され得る化合物は、とりわけ、水および／また
は酸を含む。添加される水は、軟水、硬水または軟化水であり得る。酸について、一方で
はｐＨ値を所望値に調整し得そして他方では水中における種々のアミンの溶解性を改善し
得る適当な無機または有機酸のすべてが用いられ得る。例えば、式ＸＩＩ、ＸＩＶ、ＸＶ
および／またはＸＶＩによるイミダゾリン誘導体が用いられる場合、潤滑剤濃縮液を中和
するためにおよび成分（ｉ）の溶解性を改善するために、有機酸が成分（ｉｖ）の構成成
分として用いられることが好ましい。これについて有機酸が好ましく、何故なら、無機塩
が用いられる場合イミダゾリンまたはその誘導体との形成塩は有機酸の塩よりも水中にお
いて可溶性が劣るからである。これについて、好ましくは用いられる有機酸の炭素鎖の長
さもまた、ある程度重要である。潤滑剤濃縮液の水硬度許容性は、該酸の鎖長の増加と共
に減少する。これについて、６個のＣ原子までの鎖長を有する有機酸が好ましい。有機酸
の分子骨格が８個より多い炭素原子を含有する場合、当該組成物が硬水中において不安定
になることがあり得る。それ故、溶解性を改善するための一層長い鎖を有する有機酸は、
硬水中において成分（ｉ）としてイミダゾリンに関して避けられるべきである。用語“軟
水”は、＜１．３ｍｍｏｌ／ｌの炭酸塩含有率に相当する＜７°ｄの硬度を有する水を意
味する。硬度の一層高い度数（中硬度の水＝７～１４°＝１．３～２．５ｍｍｏｌ／ｌ、
硬水＝１４～２１°＝２．５～３．８ｍｍｏｌ／ｌ、極硬水＝＞２１°＝＞３．８ｍｍｏ
ｌ／ｌ）は、本発明の文脈内で“硬水”と称される。
たいてい、水および／または酸のほかに次の助剤および／または添加剤が成分（ｉｖ）と
して適する。即ち、
溶液媒介物例えばアルコール、ポリアルコール、エーテルまたはポリエーテル、特にイソ
プロパノール、ブチルグリコール、ブチルジグリコールまたはエチレングリコールエーテ
ル。
用いられるべき溶液媒介物の量は用いられるべき個々のアミンにより決定されるべきであ
り、当業者は個々の場合における所要溶液媒介物を試行錯誤により算出しよう。一般に、
総組成物を基準として計算して５～２０重量％の範囲の溶液媒介物の添加が十分である。
更に、本発明による助剤および／または添加剤として、特に非イオン性および／または両
性界面活性剤が考慮に値する（例えば、脂肪アルコールおよびアルコキシ化脂肪アルコー
ル）。これらの界面活性剤は、チェーンおよびコンベヤーベルトの給湿を改善し得る（こ
れが個々の場合において必要とされる限り）。一般に、総組成物を基準として計算して１
～５重量％の範囲の界面活性剤の添加がこの目的にとって十分である。
更なる添加剤は、消泡剤、泡調整剤、泡安定剤、給湿剤、カップリング剤、キレート化剤
もしくはキレート形成剤または溶解性改善剤、殺生物剤（例えば、殺菌剤のような）、腐
食抑制剤、ｐＨ緩衝剤、並びに先に挙げられたクラスの物質の代表物の組合わせを含む。
本発明による好ましい効果は成分（ｉ）～（ｉｉｉ）の任意の割合でもって既に実現され
得るけれども、本発明による潤滑剤濃縮液は、常に成分（ｉ）並びに（ｉｉ）のすべての
重量を基準として計算して、成分（ｉ）：（ｉｉ）が１：０．５ないし１：２の割合にて
存在する場合格別好ましい効果を示す。
特に好ましいものはまた、成分（ｉ）並びに（ｉｉｉ）のすべての重量を基準として計算
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して成分（ｉ）：（ｉｉｉ）が１：０．７５ないし１：３の割合にて存在することを特徴
とする濃縮液である。
アミン対エーテルカルボン酸対ポリエチレングリコールの割合が上記の範囲内にある限り
、優れた滑走性のみならず優れた清澄的溶解性が水性媒質中において得られ、また同時に
、ポリエチレングリコールおよびエーテルカルボン酸の添加なしの組成物と比べてかなり
一層低い毒性が達成される。
本発明による潤滑剤濃縮液はアミン成分（ｉ）を一般に０．５重量％と６重量％（ｗｔ／
ｗｔ）の間の量にて含有し、６重量％の量は、当該技術から公知である匹敵濃縮液につい
ての場合よりも既に明らかに少ない。アミン成分（ｉ）は本発明による潤滑剤濃縮液の好
ましい変型において１．０～４重量％の量にて存在し、２～２．５重量％（ｗｔ／ｗｔ）
の量が特に好ましい。＞６重量％の値は本発明により許容され得ないが、４重量％より多
い含有率の場合水硬度許容性に関して既に不利が発現する。アミン成分（ｉ）の含有率が
潤滑剤濃縮液の総量を基準として計算して１重量％未満の値に低減される場合は、潤滑剤
濃縮液の滑走効果はそれに従い低下する。アミン成分（ｉ）の含有率が０．５重量％未満
に達する場合は、摩擦値は、潤滑剤濃縮液がもはや十分に潤滑にしないような程度まで増
大する。
エーテルカルボン酸（成分ｉｉ）は、本発明による潤滑剤濃縮液中に一般に１～６重量％
の量にて含有される。１．５～４重量％の値が好ましい。本発明による潤滑剤濃縮液中の
エーテルカルボン酸の２～２．５重量％の値が非常に好ましい、ということが示された。
表示量は重量％（ｗｔ／ｗｔ）である。
潤滑剤濃縮液の泡挙動は、エーテルカルボン酸の量が１重量％未満に低減する場合好まし
くなくなる。更に、濁度が増大する。エーテルカルボン酸の量が６％を越えるように増加
する場合は、追加的なプラス的効果はもはや認められ得ない。
成分（ｉｉｉ）は、一般に、本発明による潤滑剤濃縮液中に１．０重量％と９重量％の間
の量にて存在する。１．５～６重量％の量が好ましく、３～４重量％（ｗｔ／ｗｔ）の値
が特に好ましい。潤滑剤濃縮液中のポリエチレングリコールの含有率が１．５重量％未満
である場合は、該濃縮液は本発明により得られ得る水硬度許容性をもはや有さない。更に
、該濃縮液の濁度は増大する。本発明による潤滑剤濃縮液の摩擦値は、その濃度が９重量
％より大である場合、受容され得ない値まで増大する。
好ましい実施態様において、本発明による濃縮液は、６重量％までの（ｉ）、１～６重量
％の（ｉｉ）、１．５～９重量％の（ｉｉｉ）および７９～９６．５重量％の（ｉｖ）で
ありそしてここで全重量百分率は１００％（ｗｔ／ｗｔ）の濃縮液が得られるように選ば
れることにより特徴づけられる。
特に有能な変型において、本発明による濃縮液は、次の含有率を示す。即ち、
（ｉ）２～２．５重量％、
（ｉｉ）２～２．５重量％、
（ｉｉｉ）３～４重量％、および
（ｉｖ）９１～９３重量％、
（ｉ）～（ｉｖ）の量は総量が１００重量％になるように選ばれる。
更に、本発明は、本発明による潤滑剤の製造方法に関する。これは、可能的に成分（ｉｖ
）を添加して、成分（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）の混合により製造される。これに
ついて、水が成分（ｉｖ）として好ましい。それ故、成分（ｉ）～（ｉｉｉ）の混合およ
びこのようにして得られた混合物の成分（ｉｖ）としての水での希釈および可能的に更な
る成分（ｉｖ）の添加による潤滑剤濃縮液の製造方法は、本発明に属する。
本発明は更に、前記に記載された技術による潤滑剤濃縮液の、特に食品工業における供給
および運搬装置の潤滑、清浄および消毒のための特に自動式チェーンおよびベルト潤滑装
置用の食品工業におけるチェーン潤滑剤としての使用に関する。本発明は特に、０．０１
～５０重量％好ましくは０．１～０．５重量％水溶液の形態の前記に記載された潤滑剤濃
縮液の、自動式チェーンおよびベルト潤滑装置用のチェーン潤滑剤としての使用に関する
。
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更に、本発明は、食品工業における供給および運搬装置の潤滑、清浄および消毒用の水性
使用溶液において、次の成分即ち
（ｉ）１種またはそれ以上のアミン、
（ｉｉ）一般式Ｉ
Ｒ1－（Ｏ（ＣＨ2）m）nＯＣＨ2ＣＯＯ-Ｍ+　　　 （Ｉ）
〔ここで、
Ｒ1は、飽和の直鎖もしくは分枝状Ｃ1～Ｃ22アルキル残基、２～２２個の炭素原子を有す
る一不飽和もしくは多不飽和の直鎖もしくは分枝状アルケニルもしくはアルキニル残基、
または可能的にモノもしくはポリＣ1～Ｃ22アルキルもしくはＣ2～Ｃ22アルケニルもしく
はアルキニル置換アリール残基であり、
ｍは、２または３であり、
ｎは、１～３０の範囲の正数であり、そして
Ｍは、水素またはアルカリ金属である〕
を有する１種またはそれ以上のエーテルカルボン酸化合物、
（ｉｉｉ）一般式ＩＩ
Ｈ－（ＯＣ2Ｈ4）n－ＯＨ　　　　　　　　　　　　（ＩＩ）
〔ここで、
ｎは、５と≦１００，０００の間の正数である〕
を有する１種またはそれ以上のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を共に含み、該濃縮液
に関して化合物（ｉ）＋（ｉｉ）＋（ｉｉｉ）の分量は１～１００重量％であり、そして
これは可能的に（ｉｖ）９９重量％（ｗｔ／ｗｔ）までの通常の助剤および添加剤を含有
することを特徴とする上記水性使用溶液に関する。
本発明によれば、この潤滑剤溶液（水性使用溶液）は、本発明による潤滑剤濃縮液から、
水でかつ２～１０，０００の希釈係数好ましくは３００～５００の係数で希釈することに
より得られ得る。これについて、該濃縮液を水で０．０２～８０％（容量／容量）に希釈
することが特に好ましい。
特に好ましいものは、０．００２～０．１重量％特に０．００３～０．０５重量％のアミ
ン誘導体（成分ｉ）の含有率および５と８の間のｐＨ値を示す潤滑剤溶液である。
最後に、本発明は、前記に記載された水性使用溶液の、食品工業における供給および運搬
装置の特に浸漬式および／または自動式ベルト潤滑装置による潤滑、清浄および消毒のた
めに適したチェーン滑走・潤滑手段としての使用に関する。本発明による製品はプラスチ
ック物体について適用される場合標準的石けん製品とは対照的に応力破断腐食を引き起こ
さず、それ故特にＰＥＴまたはＰＣの物体について問題なく適用され得る。従って、本発
明による潤滑剤溶液は、ガラス、プラスチック層で被覆されたガラス、プラスチック（特
に、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネートまたはポリビニルクロライド）、ブ
リキ板もしくはアルミニウムから作られた物体もしくはボトルまたはこれらの金属から作
られたワニス塗りされたもしくはプラスチック層で被覆された容器の供給または運搬のた
めのチェーン潤滑剤としての用途を有し得る。
それ故、本発明はまた、金属、ガラス、紙、厚紙および／またはプラスチック製の飲料包
装品の運搬方法において、飲料運搬装置を、潤滑、清浄および消毒量の、ここにおいて定
められている水性使用溶液と接触させる上記方法に関する。
本発明による製品は、公知の潤滑剤と比べて、水性媒質中における一層良好な清澄的溶解
性並びにかなり一層良好な滑走性を示し、しかもそれらは同時にポリエチレングリコール
およびエーテルカルボン酸の添加なしの組成物より一層低い毒性を示す。これについて、
潤滑剤濃縮液および水性潤滑剤溶液の所望の技術的性質は、アミンおよび陰イオンの選択
により意図的に調整され得る。
次の実施例および比較例は、本発明の一層詳細な説明を与えるのに役立つ。
本発明により施用されるべき組合わせの摩擦抵抗、泡挙動および水中における清澄的溶解
性が、本発明による実施例Ｂ１ａ～Ｂ１ｃおよびＢ５～Ｂ７により示される。実施例Ｂ５
およびＢ６は、本発明により施用されるべき組成物の良好な殺微生物作用を示す。比較例
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Ｖ２ａ～Ｖ４（それらの混合物は当該技術状況に関連する）は、比較として役立つ。
Ｉ．方法
ａ．）摩擦係数
摩擦係数（以後、手短に“摩擦値”と表示される）の測定についての実験は、ユニバーシ
ティー（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）ボトルコンベヤーにて次の条件下で遂行された。
力量計（力読取りボックス）での、引張力として水で満たされた１２本の０．５リットル
ＮＲＷビールビンの摩擦値の測定。
ボトルコンベヤーの速度：おおよそ１ｍ／ｓｅｃ。
０．３％ベルト潤滑溶液でのボトルコンベヤーの吹付け。
位相時間：２０秒吹付け／２０秒間隔。
噴霧ノズル当たりの噴霧性能：４リットル／ｈ。
以下に挙げられる摩擦値“ｍ”は、グラム数でのボトル（ビン）の重量に関してボトルに
ついての測定引張力の商と定められる。
更に、製品は、ＤＩＮ　５３　９０２の規定に従って硬水（１６°ｄＨ）について試験さ
れ並びに完全に脱塩化された水中において試験された。
ｂ．）清澄的溶解性：
本発明により施用されるべき組成物は、濁度の測定の遂行（ネフェロメーター）により示
され得る優秀な清澄的水溶解性を示す。
これについて、硫酸塩、リン酸塩および炭酸塩のような“大きい陰イオン”とベルト潤滑
溶液との反応の故に発現する廃物の定期的除去は、不要となり得る。
この目的のために、０．３％の使用溶液が４８時間（週末にわたっての停止時間）の期間
にわたって測定された。これらの実験は、ベルリン水道にて遂行された（装置における水
の分析）。清澄的溶解性は、ＦＮＵ（ホルマジンネフェロメトリー単位）にて表される。
０～１　　　　　　　ＦＮＵ＝清澄
１～１０　　　　　　ＦＮＵ＝弱い乳白光
１０～５０　　　　　ＦＮＵ＝濁り
５０～＞１００　　　ＦＮＵ＝強い濁り
ｃ．）泡挙動
泡挙動は、次の方法により算出された。１００ｍｌの使用溶液（０．３％）を、２５０ｍ
ｌメスシリンダー中に移した。その後これを３０秒間中に３０回振とうし、そして更に２
０秒後、１００ｍｌ標線より上の泡の容量を読み取った。
ｄ．）消毒作用
本発明により施用されるべき組成物は、ＤＶＧ（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｔｅｒｉｎａｅ
ｒｍｅｄｉｚｉｎｉｓｃｈｅ　Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ（独国獣医学協会））の助けで
定量浮遊試験の遂行により示され得る顕著に良好な殺微生物作用を示す。
方法：ＤＶＧの指図書による、負荷なしの定量浮遊試験
試験温度：２０℃
使用濃度：０．３％
反応時間：１０分
試験微生物：黄色ブドウ球菌，ＤＳＭ７９９，ＫＢＥ／ｍｌ＝３．０×１０7

緑膿菌，ＤＳＭ９３９，ＫＢＥ／ｍｌ＝５．７×１０8

サッカロミセス・セレビシエ，ＤＳＭ１３３３，ＫＢＥ／ｍｌ＝１．５×１０7

ｅ．）材料適合性試験－飲料箱：
これらの試験において、飲料箱に印刷するための通常の着色剤とのベルト潤滑溶液の適合
性が調査された。この目的のために、ベルト潤滑溶液を、飲料箱（製造業者コカコーラカ
ンパニー）が２４時間の期間にわたって約３分の１まで浸漬される処理に配した。その後
、該箱を淡水ですすぎそして乾燥させた。色剥れを目視的に評価した。参照として、箱を
きれいな水中に２４時間浸漬し、そして試験箱と同じように処理した。
ｆ．）材料適合性　ＰＥＴ
本発明による混合物並びに比較例の材料適合性が、試験にて調査された。
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このために、次の装置が必要とされた。即ち、
耐候試験キャビネット、
各場合、クレート中の２０本の新品ＰＥＴボトル（１．５Ｌ）、摺り合わせ減圧弁を有す
るＣＯ2シリンダー、
ＣＯ2をボトルに充填するためのアタッチメント、
ＣＯ2に関してボトルを試験するための分離マノメーター。
試験は、次のように遂行された。
最初にボトルを１．５ＬのＶＥ水で満たし、その後３．０～３．１バールのＣＯ2をアタ
ッチメントを経てボトル中に導入した。次いで、導入された量のＣＯ2を、振とうにより
水中に溶解させた。試験マノメーターが０バールを示した後のみ、すべてのＣＯ2が溶解
されたと考えられた。
１．）ボトルをこの時点で濃厚ベルト潤滑剤（ＢＳＭ）中に短く浸漬し（～２ｃｍ）、そ
してその後２４時間放置した。
２．）その後ボトルをクレート中に満たし、そして耐候キャビネット中において３８℃お
よび８５％相対湿度にて６日間放置した。
参照として、ＢＤＭ中に浸漬されなっかたボトルが、各クレート中に一緒に置かれた。
試験の終わりに、目視評価を行った。ここで、５つの分類が識別される。
０：損傷なし
Ａ：小さな損傷
Ｂ：中程度の表面的亀裂
Ｃ：多数の中程度の深さの亀裂
Ｄ：多数の深い亀裂
ＩＩ．実施例（Ｂ）におけるおよび比較例（Ｖ）における施用潤滑剤の要約が、第１表に
示されている。

成分の記載事項は重量パーセントにてであり、組成物は酢酸で６．０のｐＨ値に調整され
かつＶＥ水で１００％まで補充された。
第２表は、個々の実施例および比較例に関する遂行された調査ａ）～ｆ）の概観を示す。
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ＩＩＩ．結果
０．３％の使用溶液のａ）摩擦係数およびｃ）泡挙動に関して、第３表に示されている。
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水の分析：
導電率　　　　ｍＳ／ｃｍ　：１０３０
ｐＨ値　　　　　　　　　　：　　　６．５
ｍ値　　　　　ｍＶａｌ／ｌ：　　　０．４４
硬度　　　　　°ｄＨ　　　：　　　２８．６
塩化物　　　　ｍｇ／ｌ　　：　　９４．０
硝酸塩　　　　ｍｇ／ｌ　　：　　　４．０
硫酸塩　　　　ｍｇ／ｌ　　：　３９８．０
総無機Ｐ2Ｏ5　ｍｇ／ｌ　　：　　　２．４
ｄ）微生物学的試験（定量浮遊試験）に関して、第５表はそれらの結果を示す。

ｅ）コカコーラ（Ｃｏｃａ－ｃｏｌａ）箱についての色剥れの調査に関して、添付写真に
おいて見られ得るように、Ｂ１ｂ）は色剥れをもたらさない。これが明確に見えるＶ４と
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ｆ）ＰＥＴについての材料適合性に関して、Ｂ１）の結果が第６表に示されている。

比較例Ｖ４の結果が、第７表に示されている。

ＩＶ．要約
上記の値は、本発明による組成物が石けん不含潤滑剤、水質非依存性、清浄および消毒の
利点と、石けんを基剤とした潤滑剤の生物学的分解性の利点とを併せ持つということを示
している。厄介な強力な泡化、軟水中における滑走効果の欠如、特に沈殿の定期的除去の
ような不利は、本発明による組成物を用いることにより避けられ得る。
更に、本発明により施用されるべき組成物は応力破断腐食を引き起こさずそしてそれ故Ｐ
ＥＴおよびＰＣの物体（ＰＥＴ＝ポリエチレンテレフタレート，ＰＣ＝ポリカーボネート
）について問題なく用いられ得、更に本発明により施用されるべき組成物は標準的アミン
製品とは対照的に、印刷された飲料箱について色剥れを何ら引き起こさない。
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